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三

指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
施
設
基
準

イ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
10
の
１
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
ò
、
施
設
入
所
支
援

サ
ー
ビ
ス
費
ó
及
び
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
ô
を
算
定
す
べ
き
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
（
介
護
給
付

費
等
単
位
数
表
第
10
の
１
の
注
２
に
規
定
す
る
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
施
設
基

準
夜
勤
を
行
う
職
員
と
し
て
、
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第

四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
生
活
支
援
員
（
以
下
「
生
活
支
援
員
」
と
い
う
。）の
員
数
が
次
の
\
か
ら
_
ま

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

\

前
年
度
の
利
用
者
の
数
（
指
定
生
活
介
護
等
以
外
の
昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第

二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。）に
係
る
利
用
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
の
数

に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。）の
平
均
値
が
二
十
人
以
下
の
指
定
施

設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

]

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
二
十
一
人
以
上
四
十
人
以
下
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ

て
は
、
二
以
上

^

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
四
十
一
人
以
上
六
十
人
以
下
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ

て
は
、
三
以
上

_

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
一
人
以
上
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ
て
は
、三
に
、

当
該
前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
を
超
え
て
四
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得

た
数
以
上

ロ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
10
の
１
の
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
õ
、
施
設
入
所
支
援

サ
ー
ビ
ス
費
ö
、
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
÷
及
び
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
ø
を
算
定
す
べ
き
指
定
施
設

入
所
支
援
等
の
単
位
の
施
設
基
準

夜
勤
を
行
う
職
員
と
し
て
、
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
の
員
数
が
次
の
\

か
ら
^
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

\

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
三
十
人
以
下
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

]

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
三
十
一
人
以
上
六
十
人
以
下
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ

て
は
、
二
以
上

^

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
一
人
以
上
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ
て
は
、二
に
、

当
該
前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
を
超
え
て
四
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得

た
数
以
上

ロ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
12
の
８
の
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
を
算
定
す
べ
き
指
定
自
立
訓
練
（
生

活
訓
練
）
事
業
所
等
の
施
設
基
準

\

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
ò
を
算
定
す
べ
き
場
合
の
施
設
基
準

^

利
用
定
員
が
次
の
Ê
又
は
Ë
に
掲
げ
る
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
12
の

８
の
注
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
Ê
又

は
Ë
に
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ê

病
院
の
建
物
内
の
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

精
神
病
床
を
転
換
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
（
以
下
「
病
床
転
換
型
」
と
い
う
。）
二
十
人
以
上
六
十
人
以

下
Ë

病
床
転
換
型
以
外
の
も
の

二
十
人
以
上
三
十
人
以
下

_

居
室
の
定
員
が
次
の
Ê
又
は
Ë
に
掲
げ
る
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
Ê
又

は
Ë
に
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ê

病
床
転
換
型

四
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

Ë

病
床
転
換
型
以
外
の
も
の

原
則
と
し
て
個
室
で
あ
る
こ
と
。

`

利
用
者
一
人
当
た
り
の
居
室
の
床
面
積
が
次
の
Ê
又
は
Ë
に
掲
げ
る
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
Ê
又
は
Ë
に
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ê

病
床
転
換
型

六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

Ë

病
床
転
換
型
以
外
の
も
の

八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

a

居
室
の
ほ
か
、
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

Ê

浴
室

チ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
チ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ù
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

リ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
リ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ú
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
五
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヌ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ヌ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
û
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
六
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ル

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ル
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
基
準
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
員
数
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
10
の
１
の
チ
か
ら
ヌ
ま
で
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
ù
、
施
設
入
所
支
援

サ
ー
ビ
ス
費
ú
及
び
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
û
を
算
定
す
べ
き
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
の
施
設
基
準

夜
勤
を
行
う
職
員
と
し
て
、
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
の
員
数
が
次
の
\

又
は
]
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

\

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
人
以
下
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

]

前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
一
人
以
上
の
指
定
施
設
入
所
支
援
等
の
単
位
に
あ
っ
て
は
、一
に
、

当
該
前
年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
が
六
十
を
超
え
て
四
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得

た
数
以
上

ニ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
10
の
１
の
ル
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
施
設
入
所
支

援
等
の
単
位
の
施
設
基
準

宿
直
勤
務
を
行
う
職
員
が
一
人
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
施
設
基
準

イ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
12
の
５
の
短
期
滞
在
加
算
を
算
定
す
べ
き
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
所

等
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
12
の
１
の
注
１
に
規
定
す
る
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）事
業
所
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
施
設
基
準

\

短
期
滞
在
加
算
ò
を
算
定
す
べ
き
場
合
の
施
設
基
準

^

居
室
の
定
員
が
四
人
以
下
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
者
支

援
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。）が
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
四
人
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

_

居
室
の
ほ
か
、
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

Ê

浴
室

Ë

洗
面
設
備

Ì

便
所

Í

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
設
備

`

日
照
、
採
光
、
換
気
等
利
用
者
の
保
健
衛
生
、
防
災
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

a

夜
間
の
時
間
帯
を
通
じ
て
、
生
活
支
援
員
が
一
人
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

]

短
期
滞
在
加
算
ó
を
算
定
す
べ
き
場
合
の
施
設
基
準

^

\
の
^

か
ら
`

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

_

夜
間
の
時
間
帯
を
通
じ
て
、
宿
直
勤
務
を
行
う
職
員
が
一
人
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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